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令和 7 年度 

 

愛知県犬山市 



都市計画事業事業計画変更認可申請書 
 

7 犬下第  号 

令和 7年 月  日 
 

愛知県知事 大村 秀章 殿 
 

     申請者 住所 犬山市大字犬山字東畑 36 
名 称    犬山市 
代表者    犬山市長 原 欣伸 

 
都市計画法第 63 条第 1 項の認可を受けたいので、下記により申請します。 
 

記 
1. 施行者の名称 

  犬山市 

2. 都市計画事業の種類及び名称 

  尾張都市計画下水道事業犬山公共下水道（五条川右岸処理区） 

3. 事業計画 

イ．事業地 

（１）収用の部分 

   変更なし 

（２）使用の部分 

変更なし 

ロ．主要な施設の設計の概要 

              

事業認可処理面積    約 258 ヘクタール 

 

事業認可排水面積    約 60 ヘクタール 

 

雨水貯留施設 

五郎丸第二調整池 

敷地面積    約 2,733 平方メートル 

 



ハ.事業施行期間              令和 8年 3月 31 日まで 

平成 17 年 3 月 29 日から令和 12 年 3 月 31 日まで 

 

４．既に受けた都市計画事業認可の告示年月日及び告示番号 

平成 17 年 3 月 29 日 愛知県告示 第 312 号 

平成 19 年 6 月 26 日 愛知県告示 第 458 号 

平成 24 年 3 月 6 日 愛知県告示 第 144 号 

平成 27 年 6 月 19 日 愛知県告示 第 275 号 

平成 29 年 11 月 24 日 愛知県告示 第 471 号 

令和 4年 3月 18 日 愛知県告示 第 115 号 

令和 7年 3月 11 日 愛知県告示 第 114 号 

 



 
添付書類 
 
 （1） 事業地を表示する図面 

     （位置図   別添図のとおり） 

 

（2） 主要な施設の設計の概要を表示する図書 

     （平面図・断面図   別添図のとおり） 

 

 （3） 資金計画書 

 

 （4） 下水道法第 4 条に基づく事業計画（変更）書の写し 

 

 （5） 申請理由書 

 

 （6） 都市計画決定の計画書の写し 

 

 （7） 変更前の認可に係る告示の写し 

 

 （8） 直前の認可に係る申請書の写し 

 

（9） 事業の進捗状況を表示する図面 

     （別添図のとおり） 

 



 

 

 

 

 

 

 

（３） 資 金 計 画 書



資金計画書

（千円）

管　渠 ポンプ場 処理場
建設費
分担金

計 うち用地費

6,378,125 720,391 7,098,516 2,642,433 773,290 10,514,239

6,375,741 701,706 7,077,447 - 1,589,745 689,738 9,356,930

112,000 1,000 113,000 -                      87,151 46,200 246,351

616,971 8,031 641,682 16,680 408,521 106,425 1,156,628

152,167 8,031 160,198 - 408,661 106,425 675,284

44,376 8,031 52,407 - 361,297 106,425 520,129

119,000 8,031 127,031 - 286,299 106,425 519,755

734,675 8,031 742,706 - 266,683 106,425 1,115,814

6,490,125 721,391 7,211,516 -                      2,729,584 819,490 10,760,590

8,042,930 741,861 8,801,471 16,680 3,321,206 1,221,863 13,344,540

（千円）

1,939,848 3,039,334 1,375,619 742,715 1,000 7,098,516 786,296 2,629,427 -                      3,415,723 10,514,239

2,025,043 2,775,767 1,439,638 772,769 64,230 7,077,447 728,638 1,245,826 305,019 2,279,483 9,356,930

50,000 30,800 0 31,000 1,200 113,000 59,800 73,551 -                      133,351 246,351

106,880 391,900 0 10,000 132,902 641,682 94,075 136,623 284,248 514,946 1,156,628

52,500 93,381 6,517 7,800 - 160,198 93,686 421,400 - 515,086 675,284

4,000 34,969 5,438 8,000 - 52,407 90,200 377,522 - 467,722 520,129

6,000 97,031 16,000 8,000 - 127,031 91,000 301,724 - 392,724 519,755

307,273 403,376 23,857 8,200 - 742,706 107,300 265,808 - 373,108 1,115,814

1,989,848 3,070,134 1,375,619 773,715 2,200 7,211,516 846,096 2,702,978 -                      3,549,074 10,760,590

2,501,696 3,796,424 1,491,450 814,769 197,132 8,801,471 1,204,899 2,748,903 589,267 4,543,069 13,344,540

令和9年

令和10年

合計

令和11年

そ の 他 計

～令和6年

令和7年

令和8年

合計

年　次

　　ロ　財源の部

建設改良費 維 持 管 理 費 及 び 起 債 元 利 償 還 費

合計

国　費 起　債
他会計
繰入金

受益者
負担金

その他 計
下水道
使用料

他会計
繰入金

令和7年

令和8年

令和9年

令和10年

令和11年

～令和6年

年　次

　　イ　経費の部

建設改良費
起債元利
償還費

維持
管理費

その他 合計



 

 

 

 

 

 

 

（４）下水道法第 4 条に基づく事業計画（変更）書の写し



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

流 域 関 連 公 共 下 水 道 事 業 計 画 書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

流域関連公共下水道管理者               犬山市長  原 欣伸 

 

 

 

工事着手の年月日   平成17年3月29日 

 

      

工事完成の予定年月日  令和 8年3月31日 

令和 12年3月31日 



 

（第１表の1）分流式－汚水 

予 定 処 理 区 域 及 び 流 域 下 水 道 と の 接 続 箇 所 調 書 

予定処理区域の

面積 
   約258ヘクタール 

予定処理区域内の 

地名 

犬山市 

区域は下水道計画一般図表示のとおり 

処理分区の名称 
面  積 

(単位：ﾍｸﾀｰﾙ) 

流域下水道との

接続箇所の番号 

流域下水道との接続

箇所の位置 

接 続 す る 流 域        

下水道の幹線名 

摘  要 

 

－ 

上野新町 

処理分区 

－ 

50 

－ 

犬山1号 

－ 

犬山市 

大字上野字前川田 

－ 

五条川右岸 

第１幹線 

－ 

155mg/㍑ 

－14mg/㍑ 

－ 

木 津 

処理分区 

－ 

35 

－ 

犬山2号 

－ 

犬山市 

大字上野字郷 

－ 

五条川右岸 

第１幹線 

 

－ 

流処理分区 

 

6 

－ 

犬山3号 

－ 

犬山市 

大字上野字流 

－ 

五条川右岸 

第１幹線 

 

－ 

坂下・上坂 

処理分区 

－ 

74 

－ 

犬山4号 

－ 

犬山市 

大字上野字大門 

－ 

五条川右岸 

第１幹線 

 

－ 

上野第一 

処理分区 

－ 

34 

－ 

犬山5号 

－ 

犬山市 

大字上野字大野 

－ 

五条川右岸 

第１幹線 

 

 

上野第二 

処理分区 

 

4 

 

犬山6号 

 

犬山市 

大字上野字小巾 

 

五条川右岸 

第１幹線 

 

 

橋爪 

処理分区 

 

56 

 

犬山7号 

 

犬山市 

大字橋爪字論出 

 

五条川右岸 

第１幹線 

 



 

（第１表の２）分流式－雨水  

予 定 排 水 区 域 調 書 

予 定 排 水 区 域 の 面 積 
約 60 

ヘクタール 

予定排水区域内の 

地名 

犬山市 

区域は下水道計画一般図表示のとおり 

排水区の名称 
面積 

(単位：ﾍｸﾀｰﾙ) 
摘 要 

橋中排水区 36  

五郎丸第二排水区 24  

 

（第３表）分流式－雨水  

吐 口 調 書 

排水区の 

名  称 

主要な吐口 

の種類 

主要な吐口の 

番号又は名称 

主要な吐口 

の位置 
計画放流量 

放流先の 

名  称 

放流先 

の水位 
摘要 

橋中排水区 
分流式 

雨水管渠 
No.１ 

犬山市大字

橋爪字上池 
6.724 ㎥/秒 

木津第 2 

雨水幹線 

（扶桑町） 

－  

五郎丸第二

排水区 

分流式 

雨水管渠 
No.１ 

丹羽扶桑町

大字高雄字

郷東地内 

2.591 ㎥/秒 
堅井堀 

排水路 
－  

 

 

 



 

 

（第４表の１）分流式－汚水 

管  渠  調  書 

処理分区の名称 
主要な管渠の内のり寸法 

（単位：ﾐﾘﾒｰﾄﾙ） 

延   長 

（単位：メートル） 
点検箇所の数 摘   要 

上野新町 

処理分区 
○800 330 － 

 

木津処理分区 ○250 320 －  

坂下・上坂 

処理分区 
○100～○800 1,650 － 

 

上野第一 

処理分区 
○250～○300 80 － 

 

橋爪処理分区 ○300～○400 420 －  

計 2,800 － 
 

（第４表の２）分流式－雨水 

管  渠  調  書 

排水区の名称 
主要な管渠の内のり寸法 

（単位：ﾐﾘﾒｰﾄﾙ） 

延   長 

（単位：メートル） 
摘   要 

橋中排水区 
□1,500×1,300 ～ 

□2,200×1,700  
760  

五郎丸第二 

排水区 

□1,200×1,200 ～ 

□2,000×1,200  

100 

 
 

計 860  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

（第７表）分流式－雨水 

貯留施設調書   

排水区の名称 
主要な貯留施設の 

名称 
主要な貯留施設の 

位置 
貯留能力 

（単位：立法ﾒｰﾄﾙ） 
摘 要 

橋中排水区 橋中 1 号貯留槽 
犬山市大字橋爪 

字上池 
370 

新川流域水害対策計画

にて設定された 

許容放流量遵守 

橋中排水区 橋中 2 号貯留槽 
扶桑町大字高雄 

字郷東 
330 

新川流域水害対策計画

にて設定された 

許容放流量遵守 

五郎丸第二排水区 五郎丸第二調整池 

犬山市大字五郎丸字

猿屋東及び  

丹羽郡扶桑町大字高

雄字郷東地内 

4,240 
排水路の流下能力不足

における浸水対策 

 



 

 

 

 

 

 

 

（５）申 請 理 由 書 



申 請 理 由 書 
 

 

犬山市の公共下水道事業（五条川右岸処理区）は、平成 16年度に事業着手後、今日

まで鋭意事業進捗に努め、令和 5 年度までに汚水既認可区域 258ha のうち約 92％に相

当する約 238ha の面整備が完了し、雨水既認可区域 60ha のうち約 60％に相当する約 

36ha の整備が完了している。 

今回、下記に示す内容について変更し、今後も鋭意整備を進めるものである。 

 

記 

 

１． 事業施行期間を令和 8年 3月 31 日から 4年間延伸し、令和 12 年 3月 31 日に変更

する。 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

（６）都市計画決定の計画書の写し 



 
 

 
 

 

 

 

 

尾 張 都 市 計 画 下 水 道 の 変 更 
 

 

（ 犬 山 市 決 定 ） 
 

 

計 画 書 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

平度 

令 和 7 年 度 
 

 

愛 知 県   犬 山 市



 
 

 
 

 

 
尾張都市計画下水道の変更（犬山市決定） 

 

 

 

 

 

 都市計画犬山公共下水道「２．排水区域」「３．下水管渠」を次のように変更する。 
 

 

２．排水区域 

｢排水区域は総括図表示のとおり｣ 

 

雨水面積   約1,057ha 

汚水面積   約1,249ha 

 

 

３．下 水 管 渠  

(2)汚水管渠 

内   訳 
位    置 

備  考 
起 点 終 点 

犬山 

汚水幹線 

犬山市 

楽田西野 

2丁目 

犬山市 

楽田西野 

2丁目 

 

｢区域は計画図表示のとおり｣ 
 

 

 

理  由 

 

 汚水適正処理構想において、区域の見直しを行ったため、これに伴い汚水の排水区域お

よび汚水管渠を変更する。 

 

1



 
 

 
 

 

理 由 書 

 

本市の公共下水道事業は、「五条川左岸流域下水道」及び「五条川右岸流域下水道」

の流域関連公共下水道として、昭和57年度に犬山公共下水道の都市計画決定を行い、

鋭意その整備（汚水・雨水）を進め、公共用水域の水質保全、公衆衛生の向上及び雨

水排除に努めてきたところである。 

今回、下水道を整備する区域を示す汚水適正処理構想の見直しを行ったため、これ

に伴い、より効率的かつ経済的に事業を継続することを目的に、排水区域の一部を削

除し、都市の健全な発展に寄与することを目的に、一部を排水区域に追加するもので

ある。 

 

2



 
 

 
 

 

 

 

 

尾 張 都 市 計 画 下 水 道 の 変 更 
 

 

（ 犬 山 市 決 定 ） 
 

 

計 画 書 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

令 和 6 年 度 

令 和 7 年 度 
 

 

愛 知 県   犬 山 市

3



 
 

 
 

 

 
尾張都市計画下水道の変更（犬山市決定） 

 

 

 都市計画犬山公共下水道「２．排水区域」「３．下水管渠」を次のように変更する。 

 
 

 １．下水道の名称   犬山公共下水道 

 

２．排 水 区 域 

 「排水区域は総括図表示のとおり」               

 

雨水面積   約1,057ha 

       約1,545ha 

汚水面積   約1,249ha 

 

 

３．下 水 管 渠  

(1)雨水管渠 

内   訳 
位    置 

備  考 
起 点 終 点 

五ヶ村1号 

雨水幹線 

犬山市 

大字羽黒新田 

字下平塚 

犬山市 

字平塚 
 

五ヶ村 

放流幹線 

丹羽郡大口町 

二ッ屋二丁目 

丹羽郡大口町 

二ッ屋二丁目 
 

｢区域は計画図表示のとおり｣ 

 

(2)汚水管渠 

内   訳 
位    置 

備  考 
起 点 終 点 

犬山 

汚水幹線 

犬山市 

楽田西野 

2丁目 

犬山市 

字落添 

犬山市 

楽田西野 

2丁目 

 

｢区域は計画図表示のとおり｣ 

 

4



 
 

 
 

 

４．その他の施設 

 

内   訳 位    置 備  考 

五ヶ村調整池 
犬山市楽田巾一丁目、大字羽黒新田字下平塚 

及び丹羽郡大口町二ッ屋二丁目地内 
 

五郎丸第二調整池 
犬山市大字五郎丸字猿屋東及び 

丹羽郡扶桑町大字高雄字郷東地内 
 

｢区域は計画図表示のとおり｣ 

 

理  由 

 

 汚水適正処理構想において、区域の見直しを行ったため、これに伴い汚水の排水区域お

よび汚水管渠諸元を変更する。 

5



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【新旧対照表】 
 

6
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【 参 考 資 料 】 
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（1） 計画決定事項を説明する図面及び表 

 

① 排水区画割平面図      （別紙参照） 

 

② 丈量図（収用に係る土地）    （該当なし） 

 

③ 管径及び管渠敷設ルートが確認できる図面  （変更なし） 

 

④ 流量表・流量計算書（流量計算表）   （別紙参照） 

 

⑤ 工費概算書  

 （百万円） 

区  分 雨水管渠 汚水管渠 合  計 

管渠施設 7,868 
41,530 

33,270 

49,398 

41,138 

雨水貯留施設 1,036 ― 1,036 

計 8,904 
41,530 

33,270 

50,434 

42,174 

 

⑥ 都市計画策定の経緯の概要     

尾張都市計画下水道の変更（犬山市決定） 

事   項 時   期 備   考 

説 明 会 令和 年 月 日  

公 聴 会 令和 年 月 日  

事 前 協 議 令和７年７月24日  

事 前 協 議 回 答 令和７年８月29日  

案 の 縦 覧 
令和７年９月５日から 

令和７年９月19日まで 

縦覧者  ０名 

意見書提出（有・無） 

市町村都市計画審議会 令和７年10月２日  

知 事 へ の 協 議 令和７年10月31日  

知 事 回 答 令和７年11月19日  

決 定 告 示 令和７年12月10日  

 

⑦ 他の行政機関等との協議経過及び回答の写し（該当なし） 

9



 
 

 
 

（2） その他参考資料 

 

       63,620人 

① 計画排水人口      43,900人 

            51,170人      12,450人 

      （五条川左岸34,400人、五条川右岸9,500人） 

 

          63,620人 

② 計画処理人口       43,900人 

            51,170人      12,450人 

      （五条川左岸34,400人、五条川右岸9,500人） 

 

③ 下水排除方式   分 流 式 

 

④ 降雨強度         52.4㎜/hr(5年確率) 

 

⑤ 降雨強度式          Ｉ5＝1,547.1/(t0.74+8.805) 

Ｉ：降雨強度（mm/hr）、t：流達時間（min） 

 

⑥ 雨水流出量算定式    Ｑ＝1/360×Ｃ×Ｉ×Ａ 

Ｑ：雨水流出量（m3/sec）、Ｃ：流出係数、 

Ｉ：降雨強度（mm/hr）、Ａ：排水面積(ha) 

 

⑦ 流出係数 

ア 商業地域   0.80 

イ 住居地域   0.50 

ウ 準工業地域   0.65 

エ 工業地域   0.65 

オ 緑地その他   0.20～0.35 

10



 
 

 
 

 

⑧ 汚水量（日最大）   

          31,446 m3/日最大 

五条川左岸   21,568 m3/日最大 

      18,677 m3/日最大 

ア 生活汚水量   11,455 m3/日最大 

      3,366 m3/日最大 

イ 営業汚水量    2,299 m3/日最大 

      3,306 m3/日最大 

ウ 地下水量    4,502 m3/日最大 

      6,097 m3/日最大 

エ 工場排水量    3,312 m3/日最大 

 

五条川右岸  4,131 m3/日最大 

ア 生活汚水量    3,164 m3/日最大 

イ 営業汚水量      189 m3/日最大 

ウ 地下水量      157 m3/日最大 

エ 工場排水量      621 m3/日最大 
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【流量表・流量計算書（流量計算表）】 
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凡　　　例

行政区域界

市街化区域界

処理区域界
（変更なし）

公共下水道汚水幹線
（変更なし）

吐　き　口
（変更なし）

流域下水道幹線

流域接続点

五
条
川
左
岸
流
域

犬山1号幹線

下
水
道
犬
山
幹
線

普通河川
後 路 川

一
級
河
川

一
級
河
川巾 

下 

川

一
級
河
川

五
 条

 川

一
級
河
川
　
合 

瀬 

川

一
級
河
川
　
新 

郷 

瀬 

川

一
級
河
川
　
郷
 瀬

 川

一
級
河
川
　
木
曽
川

犬 山 公 共 下 水 道

薬 

師 

川

尾張都市計画下水道

犬山公共下水道総括図（汚水）

処理区界
（五条川左岸・右岸）

尾張都市計画下水道の変更　（　犬山市　決定　）

〔 総 括 図 〕 汚 水

１－１

縮 尺　１／15,000

処理区域界
（削除）

処理区域界
（追加）

公共下水道汚水幹線
（削除）

犬
山

汚
水

幹
線



尾張都市計画下水道

犬山公共下水道総括図（雨水）

凡　　　例

行政区域界

市街化区域界

排水区域界
（変更なし）

公共下水道雨水幹線
（変更なし）

吐　き　口
（変更なし）

犬 山 公 共 下 水 道

五ヶ村1号雨水幹線

普通河川
後 路 川

一
級
河
川

一
級
河
川巾 

下 

川

一
級
河
川

五
 
条
 
川

一
級
河
川
　
合 

瀬 

川

一
級
河
川
　
新 

郷 

瀬 

川

一
級
河
川
　
郷
 瀬

 川

一
級
河
川
　
木
曽
川

薬 

師 

川

五ヶ村調整池

五ヶ村放流幹線

その他の施設
（雨水貯留施設）

（変更なし）

五郎丸第二調整池

尾張都市計画下水道の変更　（　犬山市　決定　）

〔 総 括 図 〕 雨 水

１－２

縮 尺　１／15,000



 

 

 

 

 

 

 

（７）変更前の認可に係る告示の写し（当初～最終分） 





















 

 

 

 

 

 

 

（８）直前の認可に係る申請書の写し 
 
 







都市計画法 
 
 
 
 
 

尾張都市計画下水道事業犬山公共下水道 

都市計画事業事業計画変更認可申請書 
（五条川右岸処理区） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年度 

 

愛知県犬山市 



都市計画事業事業計画変更認可申請書 
 

６犬下第３２４号 

令和７年１月１０日 
 

愛知県知事 大村 秀章 殿 
 

     申請者 住所 犬山市大字犬山字東畑 36 
名 称    犬山市 
代表者    犬山市長 原 欣伸 

 
都市計画法第 63 条第 1 項の認可を受けたいので、下記により申請します。 
 

記 
1. 施行者の名称 

  犬山市 

2. 都市計画事業の種類及び名称 

  尾張都市計画下水道事業犬山公共下水道（五条川右岸処理区） 

3. 事業計画 

イ．事業地 

（１）収用の部分 

 令和 4 年愛知県告示第 115 号の事業地に愛知県犬山市大字五郎丸字猿屋東、丹羽郡

扶桑町大字高雄字郷東地内を加える。 

（２）使用の部分 

なし 

ロ．主要な施設の設計の概要 

              

事業認可処理面積    約 258 ヘクタール 

 

    約 36 ヘクタール 

事業認可排水面積    約 60 ヘクタール 

 

雨水貯留施設 

    － 

五郎丸第二調整池 

敷地面積    約 2,733 平方メートル 



 

ハ.事業施行期間  平成 17 年 3 月 29 日から令和 8年 3月 31 日まで 

 
４．既に受けた都市計画事業認可の告示年月日及び告示番号 

平成 17 年 3 月 29 日 愛知県告示 第 312 号 

平成 19 年 6 月 26 日 愛知県告示 第 458 号 

平成 24 年 3 月 6 日 愛知県告示 第 144 号 

平成 27 年 6 月 19 日 愛知県告示 第 275 号 

平成 29 年 11 月 24 日 愛知県告示 第 471 号 

令和 4年 3月 18 日 愛知県告示 第 115 号 

 



 
添付書類 
 
 （1） 事業地を表示する図面 

     （位置図   別添図のとおり） 

 

（2） 主要な施設の設計の概要を表示する図書 

     （平面図・断面図   別添図のとおり） 

 

 （3） 資金計画書 

 

 （4） 下水道法第 4 条に基づく事業計画（変更）書の写し 

 

 （5） 申請理由書 

 

 （6） 都市計画決定の計画書の写し 

 

 （7） 変更前の認可に係る告示の写し 

 

 （8） 直前の認可に係る申請書の写し 

 

（9） 事業の進捗状況を表示する図面 

     （別添図のとおり） 

 



 

 

 

 

 

 

 

（３） 資 金 計 画 書





 

 

 

 

 

 

 

（５）申 請 理 由 書 



申 請 理 由 書 
 

 

犬山市の公共下水道事業（五条川右岸処理区）は、平成 16年度に事業着手後、今日

まで鋭意事業進捗に努め、令和 5 年度までに汚水既認可区域 258ha のうち約 86％に相

当する約 223ha の面整備が完了し、雨水既認可区域は 36ha の整備が完了している。 

今回、下記に示す内容について変更し、今後も鋭意整備を進めるものである。 

 

記 

 

１． 雨水については、犬山市下水道計画の実施にあたって事業認可区域約 24ha を拡張す

る。また、五郎丸第二調整池を追加する。 

 

 

 


